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千葉北部国有林の地域別の森林計画の変更理由

森林法（昭和26年法律第249号）の一部改正（平成23年4月22日公布）に伴い、同法附

則第4条第1項に基づき、平成19年度に樹立した現行の千葉北部国有林の地域別の森林計

画を変更する。

森林法附則第4条第1項

森林管理局長は、平成二十三年十二月三十一日までに、新法第七条の二の規定の例

により、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧法第七条の二の規定により

たてられている森林計画（平成十九年四月一日をその計画期間の始期とするものを除

く。）を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、平成二

十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。
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Ⅰ 計画の大綱

１ 自然的、社会経済的背景と森林計画区の位置付け

平成１９年度樹立の千葉北部国有林の地域別の森林計画書Ⅰ－1のとおり

２ 計画樹立に当たっての基本的な考え方

平成１９年度樹立の千葉北部国有林の地域別の森林計画書Ⅰ－2のとおり
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Ⅱ 計画事項

第１ 計画の対象とする森林の区域

平成１９年度樹立の千葉北部国有林の地域別の森林計画書Ⅱ－1のとおり

第２ 森林の整備及び保全に関する基本的な事項

１ 森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項

（１）森林の整備及び保全の目標

当計画区内の森林の自然的・社会的・経済的諸条件からみて、森林の有する水源涵養、

山地災害防止／土壌保全、快適環境形成、保健・レクリエーション、文化及び生物多様性

保全の各機能について、特にその機能発揮の上から望ましい森林の姿は次のとおりである。

ア 水源涵養機能

平成１９年度樹立の千葉北部国有林の地域別計画書Ⅱ－2－(2)－ｱ－(ｱ)のとおり

イ 山地災害防止機能／土壌保全機能

平成１９年度樹立の千葉北部国有林の地域別計画書Ⅱ－2－(2)－ｱ－(ｲ)のとおり

ウ 快適環境形成機能

平成１９年度樹立の千葉北部国有林の地域別計画書Ⅱ－2－(2)－ｱ－(ｳ)のとおり

エ 保健・レクリエーション機能

観光的に魅力のある高原、渓谷等の自然景観や植物群落を有する森林、キャンプ場や

森林公園等の施設を伴う森林など、国民の保健・教育的利用等に適した森林

オ 文化機能

史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成している森林で

あって、必要に応じて文化活動に適した施設が整備されている森林

カ 生物多様性保全機能

全ての森林は多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に寄与しているこ

とを踏まえ、一定の広がりにおいてその土地固有の自然条件、立地条件に適した様々な

生育段階の林分や樹種がバランスよく配置されている森林
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（２）森林の整備及び保全の基本方針

森林の整備及び保全に当たっては、前述の「森林の整備及び保全の目標」を基本とし、

各機能の高度発揮を図るため、併存する機能の発揮に配慮しつつ、重視すべき機能に応じ

た多様な森林の整備及び保全を行う観点から、森林を、地域の特性、森林資源の状況並び

に森林に関する自然的条件及び社会的要請を総合的に勘案のうえ、育成単層林における保

育・間伐の積極的な推進、広葉樹林化、針広混交林化を含め、人為と天然力を適切に組み

合わせた多様性に富む育成複層林の積極的な整備、天然生林の的確な保全及び管理等に加

え、保安林制度の適切な運用、山地災害等の防止対策や森林病害虫、野生鳥獣被害の防止

対策の推進等を行うとともに、スギ等の花粉発生の抑制対策の推進等を行うこととする。

なお、その状況を的確に把握するための森林資源のモニタリングの適切な実施や森林ＧＩ

Ｓの効果的な活用を図ることとする。なお、森林の整備に伴い発生した木材については、

有効に利用することとする。

ア 水源涵養機能

ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周辺の森林並びに地域の用水源と

して重要なため池、湧水地及び渓流等の周辺に存する森林は、水源涵養機能の維持増進

を図る森林として整備及び保全を推進することとする。

具体的には、良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を促進しつ

つ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とするとともに、伐採に伴って発生す

る裸地については、縮小及び分散を図ることとする。また、立地条件や国民のニーズ等

に応じ、天然力も活用した施業を推進することとする。

ダム等の利水施設上流部等において、水源涵養の機能が十全に発揮されるよう、森林

の適切な管理を推進することを基本とする。

イ 山地災害防止機能／土壌保全機能

山腹崩壊等により人命・人家等施設に被害を及ぼすおそれがある森林など、土砂の流

出、土砂の崩壊の防備その他山地災害の防備を図る必要のある森林は、山地災害防止機

能／土壌保全機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。

具体的には、災害に強い国土を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮した上

で、林床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進することとする。

集落等に接近する山地災害の発生の危険性が高い地域等において、土砂の流出防備等

の機能が十分に発揮されるよう、森林の適切な管理を推進するとともに、渓岸の浸食防

止や山脚の固定等を図る必要がある場合には、谷止や土留等の施設の設置を推進するこ

とを基本とする。

ウ 快適環境形成機能

国民の日常生活に密接な関わりを持つ里山等であって、騒音や粉塵等の影響を緩和す

る森林及び森林の所在する位置、気象条件等からみて風害、霧害等の気象災害を防止す

る効果が高い森林は、快適環境形成機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推

進することとする。

具体的には、地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備や大気の
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浄化のために有効な森林の構成の維持を基本とし、樹種の多様性を増進する施業や適切

な保育・間伐等を推進することとする。

快適な環境の保全のための適切な管理、防風、防潮等に重要な役割を果たしている海

岸林等の保全を推進することとする。

エ 保健・レクリエーション機能

国民の保健・教育的利用等に適した森林は、保健・レクリエーション機能の維持増進

を図る森林として整備及び保全を推進することとする。

具体的には、国民に憩いと学びの場を提供する観点から、立地条件や国民のニーズ等

に応じ広葉樹の導入を図るなど多様な森林整備を推進することとする。

また、保健等のための保安林の適切な管理を推進することとする。

オ 文化機能

史跡、名勝等の所在する森林や、これらと一体となり優れた自然景観等を形成する森

林は、潤いある自然景観や歴史的風致を構成する観点から、文化機能の維持増進を図る

森林として整備及び保全を推進することとする。

具体的には、美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進することとする。

カ 生物多様性保全機能

全ての森林は多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に寄与している。

このことを踏まえ、森林生態系の不確実性を踏まえた順応的管理の考え方に基づき、時

間軸を通して適度な攪乱により常に変化しながらも、一定の広がりにおいてその土地固

有の自然条件・立地条件に適した様々な生育段階の林分や樹種から構成される森林がバ

ランス良く配置されていることを目指すものとする。

とりわけ、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にま

たがり特有の生物が生育・生息する渓畔林などの属地的に機能の発揮が求められる森林

については、生物多様性保全機能の維持増進を図る森林として保全することとする。

また、野生生物のための回廊の確保にも配慮した適切な保全を推進することとする。
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（３）計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等

単位 面積：ha

区 分 現 況 計画期末

育 成 単 層 林 5.87 5.87
面

育 成 複 層 林 3.57 3.57
積

天 然 生 林 32.28 32.28

森林蓄積 ｍ３／ha 113 118

(注)１ 育成単層林、育成複層林及び天然生林において実施される施業の内容については、

以下のとおり。

（１）育成単層林においては、森林を構成する林木の一定のまとまりを一度に全部伐採

し、人為＊１により単一の樹冠層を構成する森林として成立させ維持する施業（育成

単層林施業）

（２）育成複層林においては、森林を構成する林木を択伐＊２等により部分的に伐採し、

人為により複数の樹冠層＊３を構成する森林（施業の関係上一時的に単層林となる森

林を含む）として成立させ維持する施業（育成複層林施業）

（３）天然生林においては、主として天然力を活用することにより成立させ維持する施

業（天然生林施業）。

この施業には、国土の保全、自然環境の保全、種の保存等のための禁伐等を含む。

２ 現況については、平成１９年３月３１日現在の数値である。

＊１ 「人為」とは、植栽、更新補助（落下した種子の発芽を促進させるための地

表かきおこし、刈払い等）、芽かき、下刈、除伐、間伐等の保育等の作業を総称

したもの。

＊２ 「択伐」とは、森林内の成熟木を数年～数十年ごとに計画的に繰り返し伐採

（抜き伐り）すること。

＊３ 「複数の樹冠層」は、樹齢や樹種の違いから林木の高さが異なることにより

生じるもの。

２ その他必要な事項

特になし
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第３ 森林の整備に関する事項

１ 森林の立木竹の伐採に関する事項

（１）立木の伐採（主伐）の標準的な方法

平成１９年度樹立の千葉北部国有林の地域別計画書Ⅱ－3－(1)－ｲのとおり

（２）立木の標準伐期齢

平成１９年度樹立の千葉北部国有林の地域別計画書Ⅱ－3－(1)－ｱのとおり

（３）その他必要な事項

平成１９年度樹立の千葉北部国有林の地域別計画書Ⅱ－3－(3)のとおり

２ 造林に関する事項

（１）人工造林に関する事項

ア 人工造林の対象樹種

平成１９年度樹立の千葉北部国有林の地域別計画書Ⅱ－4－(1)－ｱ－(ｱ)のとおり

イ その他人工造林の標準的な方法

平成１９年度樹立の千葉北部国有林の地域別計画書Ⅱ－4－(1)－ｲ－(ｱ)及び(ｲ)のとおり

ウ 伐採跡地の人工造林をすべき期間

伐採跡地の更新すべき期間は、裸地状態を早期に回復して、公益的機能の維持を図る

ため、皆伐を行い人工造林によるものについては原則として、伐採後2年以内とする。

（２）天然更新に関する事項

ア 天然更新の対象樹種

天然更新については、気候、地形、土壌等の自然的条件、林業技術体系等からみて、

主として天然力の活用により適確な更新が図られる森林とし、高木性の樹種を対象とす

る。

イ 天然更新の標準的な方法

平成１９年度樹立の千葉北部国有林の地域別計画書Ⅱ－4－(1)－ｲ－(ｳ)のとおり
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ウ 伐採跡地の更新すべき期間

天然更新の種類 更新状況調査の時期 更新完了の目安

天然下種第１類 搬出又は地表処理完了後３年目 樹高30cm以上の高木性の
天然木が5,000本/ha以上林

天然下種第２類 搬出完了後５年目 地にほぼ均等に成立したと
きとする。

ぼう芽 搬出完了後３年目

なお、更新状況調査において更新完了の目安に達していない場合は、状況に応じて更

新補助作業の実施、又は植栽により確実な更新を図ることとする。

（注）１ 天然下種第１類：天然更新に当たり、更新補助作業を行い更新を図る方法

２ 天然下種第２類：天然更新に当たり、天然力を活用し、人為を加えない方法

３ ぼ う 芽：主に伐採した樹木の根株から発生する新芽を育てる方法

（３）その他必要な事項

特になし
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３ 間伐及び保育に関する基本的事項

（１）間伐の標準的な方法

該当なし

（２）保育の標準的な方法

該当なし

（３）その他必要な事項

該当なし
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４ 公益的機能別施業森林の整備に関する事項

（１）公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法

公益的機能別施業森林の区域については、次の区分ごとに別表１のとおり定める。

ア 公益的機能別施業森林の区域

① 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

水源涵養機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構成、当該

区域にかかる地域の要請等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配

置についてできるだけまとまりをもたせて定めることとする。

② 森林の有する土地に関する災害の防止機能、土壌の保全の機能、快適な環境の形成の

機能又は保健機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

（ア） 森林の有する土地に関する災害の防止機能、土壌の保全の機能の維持増進を図る

ための森林施業を推進すべき森林の区域

山地災害防止機能、土壌保全機能の高度発揮が求められている森林について、森

林の位置及び構成、当該区域にかかる地域の要請等を勘案しつつ、管理経営の一体

性の確保の観点から、その配置についてできるだけまとまりを持たせて定めること

とする。

（イ） 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

生活環境保全機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構

成、地域住民の意向等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配

置についてできるだけまとまりをもたせて定めることとする。

（ウ） 保健機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

保健文化機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構成、

地域住民の意向等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配置に

ついてできるだけまとまりをもたせて定めることとする。ただし、狭小な区域を単

位として定めることに特別な意義を有する保護林、レクリエーションの森等につい

てはこの限りでない。

イ 公益的機能別施業森林区域内における施業の方法

① 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

当該区域内における施業の方法は、伐期の長期化及び伐採面積の縮小・分散を図るこ

とを基本とし、下層植生の維持（育成複層林施業にあっては、下層木の適確な生育）を

図りつつ、根系の発達を確保するとともに、立地条件に応じて長伐期施業、択伐による

複層林施業、択伐以外の方法による複層林施業を推進する。

具体的には、立地条件に応じて育成複層林施業を積極的に推進するほか、育成単層林

施業にあっては、森林の面的広がりやモザイク的配置に留意し、1箇所当たりの伐採面積

の縮小、伐採箇所の分散及び伐採林齢の長伐期化に努め、公益的機能の維持を図る。



- 10 -

② 森林の有する土地に関する災害の防止機能、土壌の保全の機能、快適な環境の形成の

機能又は保健機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

当該区域内における施業の方法は、それぞれの区域の機能に応じ、森林の構成を維持

し、樹種の多様性を増進することを基本として、長伐期施業、択伐による複層林施業、

択伐以外の方法による複層林施業など、良好な自然環境の保全や快適な利用のための景

観の維持・形成を目的とした施業の方法を推進する。

具体的には、自然環境の保全を最も重視すべき森林については、天然力の活用を基本

とした天然生林施業を行うこととし、必要に応じ、植生の復元等を実施するほか、野生

動植物の生育・生息地の減少及び分断を防ぐため、広域的な観点から森林の連続性に配

慮した森林の確保を図ることとする。

また、森林とのふれあいや自発的な森林づくり活動の場、野生鳥獣との共存の場とし

て利用される森林については、景観の向上に配慮した天然生林施業、郷土樹種を主体と

する花木や広葉樹との混交も考慮に入れた育成複層林施業、人工林の有する景観美を維

持するための育成単層林施業の推進等に努める。また、森林レクリエーション施設と一

体となった快適な森林空間を創出する。

都市近郊や里山等地域住民の生活に密接な関わりを持つ森林については、択伐等によ

る森林構成の維持を基本とした施業を継続的に実施するほか、樹種の選定や立木の密度

等に配慮した保育、間伐等を積極的に行うこととする。

（２）その他必要な事項

特になし
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５ 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項

（１）林道（林業専用道を含む。以下同じ。）の開設及び改良に関する基本的な考え方

該当なし

（２）効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的考え方

該当なし

（３）更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方法

該当なし

（４）その他必要な事項

特になし
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６ 森林施業の合理化に関する事項

平成１９年度樹立の千葉北部国有林の地域別の森林計画書Ⅱ－8のとおり

（１）林業に従事する者の養成及び確保に関する方針

平成１９年度樹立の千葉北部国有林の地域別の森林計画書Ⅱ－8－(1)のとおり

（２）作業システムの高度化の促進に資する林業機械の導入の促進に関する方針

平成１９年度樹立の千葉北部国有林の地域別の森林計画書Ⅱ－8－(2)のとおり

（３）林産物の利用促進のための施設の整備に関する方針

平成１９年度樹立の千葉北部国有林の地域別の森林計画書Ⅱ－8－(3)のとおり

（４）その他必要な事項

特になし
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第４ 森林の保全に関する事項

１ 森林の土地の保全に関する事項

（１）土地の地質の変更に当たって留意すべき事項

平成１９年度樹立の千葉北部国有林の地域別計画書Ⅱ－9－(3)のとおり

（２）樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の区域

平成１９年度樹立の千葉北部国有林の地域別計画書Ⅱ－9－(1)のとおり

（３）森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出方法

平成１９年度樹立の千葉北部国有林の地域別計画書Ⅱ－9－(2)のとおり

（４）その他必要な事項

特になし

２ 保安施設に関する事項

（１）保安林の整備に関する事項

保安林については、Ⅱ－第２－１に定める「森林の整備及び保全の目標その他森林の整

備及び保全に関する基本的な事項」に則し、当森林計画区における森林に関する自然的条

件、社会的要請及び保安林の配備状況等を踏まえ、水源の涵養、災害の防備の目的を達成

するため、既指定保安林の整備を推進するとともに、保安林として指定する必要がある森

林について、計画的に実施する。

（２）保安施設地区に関する事項

該当なし

（３）治山事業に関する事項

治山事業については、国民の安全・安心の確保を図る観点からⅡ－第２－１に定める「森

林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項」に則し、災害

に強い地域づくりや水源地域の機能強化を図るため、緊急かつ計画的な実施を必要とする

荒廃地等を対象として、整理伐等の保安林の整備等を計画的に推進する。

（４）その他必要な事項

保安林の適切な管理に必要な、標識の設置、巡視等を適正に行うほか、衛星デジタル画

像等を活用し、保安林の現況等に関連する情報の総合的な管理を推進する。
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３ 森林の保護等に関する事項

（１）森林病害虫等の被害対策の方針

病害虫等による被害の未然防止、早期発見及び早期駆除に努めることとする。特に、

松くい虫による被害については、被害抑制のための健全な松林の整備と防除対策の推進

を図るとともに、被害の状況等に応じ、被害跡地の復旧及び抵抗性を有するマツ又は他

の樹種への計画的な転換の推進を図ることとする。なお、抵抗性を有するマツの転換に

当たっては、気候、土壌等の自然的条件に適合したものを導入することとする。

（２）鳥獣による森林被害対策の方針

野生鳥獣による森林被害の発生するおそれのある地域については、森林被害の未然防

止、早期発見による適切な対応策を講ずる観点から、森林の巡視、保護標識の設置等を

重点的に行うこととする。

（３）林野火災の予防の方針

山火事等の森林被害を未然に防止するため、入林者数の動向、道路の整備状況及び過

去における山火事等の森林被害の発生頻度を踏まえ、保護標識等の適切な設置や巡視に

努めるとともに、保護管理上必要となる歩道等については、必要に応じて地元市町村と

の連携を図り、効果的な整備を推進することとする。

（４）その他必要な事項

山火事や廃棄物の不法投棄等の人為被害、病虫獣害、寒風害等の気象被害等について

は、入林者数の動向、過去の被害の発生状況、発生時期、気象状況等を踏まえ、より効

果的かつ適切な被害防止の実施に努めることとする。
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第５ 計画量等

１ 伐採立木材積

単位 材積：1,000ｍ３

総 数 主 伐 間 伐
区 分

総 数 針葉樹 広葉樹 総 数 針葉樹 広葉樹 総 数 針葉樹 広葉樹

総 数 1 0 0 1 0 0 － － －

前 半 ５
カ 年 の 0 0 0 0 0 0 － － －
計画量

２ 間伐面積
単位 面積：ha

区 分 間伐面積

総 数 －

前半５カ年の計画量 －

３ 人工造林及び天然更新別の造林面積

単位 面積：ha

区 分 人工造林 天然更新

総 数 － －

前半５カ年の計画量 － －

４ 林道の開設又は拡張に関する計画

該当なし
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５ 保安林整備及び治山事業に関する計画

（１）保安林として管理すべき森林の種類別面積等

①保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積

単位 面積：ha

保 安 林 の 種 類 面 積 備 考

前半５カ年の
計画

総 数 （ 実 面 積 ） 39 39

水 源 涵 養 の た め の 保 安 林 － －

災 害 防 備 の た め の 保 安 林 39 39

保健・風致の保存等のための保安林 36 36

（注）総数欄は、保安林の種類ごとの重複関係を除く面積を掲上した。

②計画期間内において、保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等

該当なし

③計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする森林の面積

該当なし

（２）保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等

該当なし

（３） 実施すべき治山事業の数量

単位 地区

森 林 の 所 在 治 山 事 業

施 行 地 区 数 主 な 工 種 備 考

区 域

市町村 前半５カ年の

（ 林 班 ） 計画地区数

銚 子 市 120 １ １ 整 理 伐

合 計 １ １
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第６ その他必要な事項

１ 保安林その他法令により施業について制限を受けている森林の施業方法

単位 面積：ha

森 林 の 所 在 備 考
種 類 面 積 施業方法

市 町 村 区 域（林 班） (重複制限林)

防 風 総 数 0.20 別表２、３

千 葉 市 120 0.20 のとおり

潮害防備 総 数 39.16 別表２、３
保 健 林 36.14

銚 子 市 120 39.16 のとおり 国定特２ 31.92
都市風致 31.92

保 健 林 総 数 36.14 別表２、３
潮害防備 36.14

銚 子 市 120 36.14 のとおり 国定特２ 29.99
都市風致 29.99

国定特２ 総 数 32.95 別表 ４
潮害防備 31.92

銚 子 市 120 32.95 のとおり 保 健 林 29.99
都市風致 31.92

国定特３ 総 数 0.66 別表 ４

銚 子 市 120 0.66 のとおり 都市風致 0.66

県立特１ 総 数 2.16 別表 ４

長 柄 町 121 2.16 のとおり

都市風致 総 数 32.58 別表 ５
潮害防備 31.92

銚 子 市 120 32.58 のとおり 保 健 林 29.99
国定特２ 31.92
国定特３ 0.66

本表に用いた略称

略 称 正 式 名 称 略 称 正 式 名 称

防 風 防 風 保 安 林 国定特３ 国 定 公 園 第 ３ 種 特 別 地 域

潮害防備 潮 害 防 備 保 安 林 県立特１ 県立自然公園第１種特別地域

保 健 林 保 健 保 安 林 都市風致 都市計画法に基づく風致地区

国定特２ 国 定 公 園 第 ２ 種 特 別 地 域

２ その他必要な事項

特になし
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別表１ 公益的機能別施業森林の区域及び施業方法

１ 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

単位 面積：ha

市町村 森 林 の 所 在 （ 林 小 班 ） 面 積 施業方法

総 数 41.15 施業方法に
ついては、

千葉市 計 0.20 Ⅱ-第3-4-
(1)-ｲのと

120 い おり

銚子市 計 40.95

120 ろ～る、イ、チ、ヌ

２ 土地に関する災害の防止機能、土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健機能

の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

①森林の有する土地に関する災害の防止機能、土壌の保全機能の維持増進を図る森林

該当なし

②快適な環境の形成の機能の維持増進を図る森林

該当なし

③保健機能の維持増進を図る森林

単位 面積：ha

市町村 森 林 の 所 在 （ 林 小 班 ） 面 積 施業方法

総 数 41.15 施業方法に
ついては、

千葉市 計 0.20 Ⅱ-第3-4-
(1)-ｲのと

120 い おり

銚子市 計 40.95

120 ろ～る、イ、チ、ヌ

３ １及び２のうち伐採の方法その他の施業の方法を特定する必要のある森林の区域

該当なし
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別表2 保安林の指定施業要件

平成１９年度樹立の千葉北部国有林の地域別計画書 別表11のとおり

別表3 保安林の種類別の伐採方法

平成１９年度樹立の千葉北部国有林の地域別計画書 別表12のとおり

別表4 自然公園区域内における森林の施業

平成１９年度樹立の千葉北部国有林の地域別計画書 別表13のとおり

別表5 都市計画法による風致地区の森林の施業

平成１９年度樹立の千葉北部国有林の地域別計画書 別表14のとおり


